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FOB の「積込む費用」についての私の考え 

Ａ．FOB の「積込む費用」の負担者は 

（１）結論１：Incoterms2010 には、FOB の「積込む費用」について、売主・買主

いずれが負担するのかという明記規定はないので、その売買契約で確認する必要が

ある。 
 
理由（売主・買主いずれが負担するのかという明記規定のない理由）： 
・FOB は、もともと在来船用の規定なので、定期船個品運送においては、総積みに

より船社の運賃に入っていて、本船は買主手配であり、「積込む費用」は特に別段の

合意のない限り買主の負担と解釈される。 
・傭船契約においては、売買契約で取り決めることになるので、その取り決めに応

じて、船社と買主は FI なり FO なりで契約することになる。 
・以上から、FOB の「積込む費用」について、特に Incoterms2010 には、「積込む

費用」について、売主・買主いずれが負担するのか規定しないで、当事者の契約に

委ねていると考える。 
 
（２）結論２：Incoterms2010 には、FOB の「積込む費用」について、買主が負担

するものと解釈されるが、明記規定はないので、その売買契約で確認する必要があ

る。 
 
理由（買主が負担すると解釈される理由）： 
・FOB の B3 において、買主の費用でする運送契約が、「引渡し地点」からでなく、

「指定船積港」となっていて、本船上の「引渡し地点」からとはしていない。 
これは、「積込む費用」は、売買契約、ひいては買主のする運送契約で取り決める

ことなので、本船上の「引渡し地点」からとすると「積込む費用」が売主負担とな

るのでこれを避けるため、「船積港」としたものと解される。 
一方、「本船上の「引渡し地点」からとはしていない」ことは、「引渡し地点」ま

でに発生する「積込費用」は買主の費用でする運送契約に含まれるため「船積港」

としたものとも解される。 

Ｂ．「物品に関する一切の費用」には、「積込む費用」は含まれるか 

結論：FOB A6 の a)「物品に関する一切の費用」には、「積込む費用」は含まれない

と解するのが妥当である。 
 
理由（「物品に関する一切の費用」には、「積込む費用」は含まれないと解する理由）： 
・まず、2010 年 Incoterms の「海上および内陸水路輸送のための規則」では、A6
の費用構成を次の項目で規定している。 
FAS A6 
a)「物品に関する一切の費用」 
b)「輸出通関関係諸費用」 
FOB A6 
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a)「物品に関する一切の費用」 
b)「輸出通関関係諸費用」 
CFR A6 
a)「物品に関する一切の費用」 
b)「運賃その他の一切の費用」（積込む費用などを含む） 
c)「輸出通関関係諸費用」 
CIF A6 
a)「物品に関する一切の費用」 
b)「運賃その他の一切の費用」（積込む費用などを含む） 
c)「保険の費用」 
d)「輸出通関関係諸費用」 
  このように、これら A6 では費用構成を以上の各項目で分類している。つまり、

売主が負担すべき費用項目として並列的・等位的に列挙していると解釈される。そ

れがため、FAS・FOB では、CFR・CIF にある b) 「運賃その他の一切の費用」（積

込む費用などを含む）は含まれないので、売主負担項目として列挙しないで除かれ

ている。 
 ここで、CFR や CIF における b)「運賃その他の一切の費用」に「積込む費用な

どを含む」とあるのは、この「積込む費用など」が a)「物品に関する一切の費用」

に含まれるのではなく、b)「運賃その他の一切の費用」に含まれるのだと強調する

ために、又は b)「運賃その他の一切の費用」にはこの「積込む費用など」が含まれ

るのだということの注意を促すために、このように明記されたものと解される。 
 
また、DDP A6 において、「運送契約により生じる運賃関係費用」と「物品に関す

る一切の費用」との関係を、in addition to として、並列的に等位関係（同位概念）

として表現している。 
一方 CFR A6 においては、「運送契約により生じる運賃関係費用」と「積込む費用」

との関係を、including として、包括関係（上位・下位概念）で表現している。 
要するに、DDP A6 において、「運送契約により生じる運賃関係費用」と「物品に

関する一切の費用」との関係を、including とする包括関係（上位・下位概念）と

してではなく、in addition to としての等位関係（同位概念）として表現している。 
このことからも、「物品に関する一切の費用」は、「運送契約により生じる運賃関

係費用」を含む包括・被包括関係でなく、「運送契約により生じる運賃関係費用」と

は別の等位関係にあると解釈される。 
 
このように、「積込む費用」は、CFR や CIF における b)「運賃その他の一切の費

用」に含まれる費用項目であって、a)「物品に関する一切の費用」には含まれない

別項目の費用と解するのが自然である。 



2014 年 7 月 20 日 長光正明 

 3 / 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FI 

FO 

売主は、本船に置くまでの「物品に

関する一切の費用」を負担する。 

輸 出 国 

税 関 

本船 本船

船卸し

 

船積港からの運送契約は買主の負担 

積込み 
輸 入 国

税 関

Berth Term
定期船総揚げ 

Incoterms2014 FOB 

船積港 
引渡ポイント 

輸出通関関係諸費用は売主の負担 

FIO 


